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令和５年第５回天草市議会（定例会）議案 
 

議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

報告第１４号 専決処分事項の報告について 
令和５年 

１１月２８日 
  

報告第１５号 専決処分事項の報告について 〃   

議第１０１号 
専決処分事項の承認について（令和５年

度天草市一般会計補正予算第９号） 
〃   

議第１０２号 

天草市議会議員に対する議員報酬及び

費用弁償等に関する条例等の一部を改

正する条例の制定について 

〃   

議第１０３号 
天草市職員の給与に関する条例等の一

部を改正する条例の制定について 
〃   

議第１０４号 

天草市会計年度任用職員の給与等に関

する条例の一部を改正する条例の制定

について 

〃   

議第１０５号 
天草市一般職の任期付職員の採用等に

関する条例の制定について 
〃   

議第１０６号 

天草市職員の勤務時間、休暇等に関する

条例等の一部を改正する条例の制定に

ついて 

〃   

議第１０７号 

天草市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営の基準に関する条例

の一部を改正する条例の制定について 

〃   

議第１０８号 
天草市老人憩の家条例を廃止する条例

の制定について 
〃   

議第１０９号 
天草市老人福祉センター条例の一部を

改正する条例の制定について 
〃   

議第１１０号 
天草市国民健康保険税条例の一部を改

正する条例の制定について 
〃   

議第１１１号 
天草市倉岳農産物集出荷施設条例を廃

止する条例の制定について 
〃   

議第１１２号 
天草市中の浦地区高齢者活動促進施設

条例を廃止する条例の制定について 
〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１１３号 
天草市漁業集落住民共同利用施設条例

の一部を改正する条例の制定について 

令和５年 

１１月２８日 
  

議第１１４号 
天草市一般住宅条例の一部を改正する

条例の制定について 
〃   

議第１１５号 
天草市道路占用料徴収条例の一部を改

正する条例の制定について 
〃   

議第１１６号 工事請負契約の変更について 〃   

議第１１７号 工事請負契約の変更について 〃   

議第１１８号 権利の放棄について 〃   

議第１１９号 権利の放棄について 〃   

議第１２０号 権利の放棄について 〃   

議第１２１号 
指定管理者の指定について（わくわく本

渡児童館） 
〃   

議第１２２号 
指定管理者の指定について（河浦中央児

童館） 
〃   

議第１２３号 
指定管理者の指定について（本渡老人福

祉センター） 
〃   

議第１２４号 
指定管理者の指定について（牛深老人福

祉センター） 
〃   

議第１２５号 
指定管理者の指定について（倉岳老人福

祉センター） 
〃   

議第１２６号 
指定管理者の指定について（在宅介護支

援サテライト施設うしぶか） 
〃   

議第１２７号 
指定管理者の指定について（天草市営天

草本渡斎場） 
〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１２８号 
指定管理者の指定について（天草市牛深

温泉センター） 

令和５年 

１１月２８日 
  

議第１２９号 
指定管理者の指定について（うしぶか海

彩館） 
〃   

議第１３０号 
指定管理者の指定について（宿泊施設や

すらぎ荘） 
〃   

議第１３１号 
指定管理者の指定について（リップルラ

ンド公園） 
〃   

議第１３２号 
指定管理者の指定について（御所浦物産

館） 
〃   

議第１３３号 
指定管理者の指定について（天草市イル

カセンター） 
〃   

議第１３４号 
指定管理者の指定について（天草市営住

宅） 
〃   

議第１３５号 市道路線の認定について 〃   

議第１３６号 
上天草市道路線の認定及び廃止の承諾

について 
〃   

議第１３７号 
苓北町道路線の認定及び廃止の承諾に

ついて 
〃   

議第１３８号 
令和５年度天草市一般会計補正予算（第

１０号） 
〃   

議第１３９号 
令和５年度天草市国民健康保険特別会

計補正予算（第２号） 
〃   

議第１４０号 
令和５年度天草市介護保険特別会計補

正予算（第２号） 
〃   

議第１４１号 
令和５年度天草市後期高齢者医療特別

会計補正予算（第２号） 
〃   

議第１４２号 
令和５年度天草市浄化槽市町村整備推

進事業特別会計補正予算（第１号） 
〃   
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議案番号 件          名 提出年月日 議決年月日 議決の結果 

議第１４３号 
令和５年度天草市国民健康保険診療施

設特別会計補正予算（第１号） 

令和５年 

１１月２８日 
  

議第１４４号 
令和５年度天草市斎場事業特別会計補

正予算（第２号） 
〃   

議第１４５号 
令和５年度天草市病院事業会計補正予

算（第２号） 
〃   

議第１４６号 
令和５年度天草市水道事業会計補正予

算（第２号） 
〃   

議第１４７号 
令和５年度天草市下水道事業会計補正

予算（第２号） 
〃   
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報告第１４号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 事故発生日時 令和５年７月２５日（火曜日） 

午前１１時４０分頃 

２ 事故発生場所 天草市河浦町宮野河内３３７番地６（宮野河内出張所駐車場内） 

３ 和解の相手方 天草市在住者（車両保有者） 

４ 事故の概要  上記日時及び場所において、本市職員が運転する公用車が後退したところ

駐車中の相手方車両に接触し、相手方車両に損害を発生させた。 

５ 損害賠償の額 ２３９，６９０円（相手方車両分） 

６ 和解事項   当事者双方は、今後本件に関して、裁判上又は裁判外において一切の異議

及び請求の申立てをしないこと。 
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報告第１５号 

 

   専決処分事項の報告について 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により議会において指定さ

れている事項について、次のとおり専決処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 事故発生日時 令和５年８月１６日（水曜日） 

午後０時３０分頃 

２ 事故発生場所 天草市栖本町馬場２５６７番地９付近（市道白洲二号線） 

３ 和解の相手方 天草市在住者（車両保有者） 

４ 事故の概要  上記日時及び場所において、本市職員が運転する公用車と相手方車両が接

触し、双方車両に損害が発生した。 

５ 損害賠償の額 １０，６００円（相手方車両分） 

６ 和解事項   当事者双方は、今後本件に関して、裁判上又は裁判外において一切の異議

及び請求の申立てをしないこと。 
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議第１０１号 

 

   専決処分事項の承認について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和５年度天草市

一般会計補正予算（第９号）について、別紙のとおり専決処分したので報告し、承認を求める。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

 （提案理由） 

 専決処分したときは、地方自治法第１７９条第３項の規定により、議会に報告し、その承認

を得る必要がある。 
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天草市専決第１３号 

 

専 決 処 分 書 

 

令和５年度天草市一般会計補正予算（第９号）を地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

令和５年１０月３０日 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

 （専決処分の理由） 

 令和５年６月２８日からの梅雨前線豪雨及び８月に発生した台風６号に伴う災害復旧費につ

いて、その予算措置に急を要するが、議会を招集する時間的余裕がないため、地方自治法第１

７９条第１項の規定により専決処分する。 
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令和５年度天草市一般会計補正予算（第９号） 

 

令和５年度天草市の一般会計補正予算（第９号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 48,308 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 56,579,164 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

-
 
1
0
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

13 分担金及び負担金 256,541 643 257,184

1 分担金 45,191 643 45,834

15 国庫支出金 7,764,259 23,663 7,787,922

1 国庫負担金 5,679,255 23,663 5,702,918

16 県支出金 4,288,552 7,696 4,296,248

2 県補助金 1,590,308 7,696 1,598,004

19 繰入金 3,034,388 506 3,034,894

2 基金繰入金 3,034,388 506 3,034,894

22 市債 5,362,700 15,800 5,378,500

1 市債 5,362,700 15,800 5,378,500

35,824,416 35,824,416

56,530,856 48,308 56,579,164

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
1
1
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

10 災害復旧費 77,077 48,308 125,385

1 農林水産施設災害復旧費 12,500 12,830 25,330

2 公共土木施設災害復旧費 64,577 35,478 100,055

56,453,779 56,453,779

56,530,856 48,308 56,579,164

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
1
2
 
-



第２表　地方債補正

１　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

災害復旧事業 28,400
証書借入

又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金について
はその融資条件によ
り、銀行その他の場
合にはその債権者と
協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。

44,200
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

起債の目的
補 正 前 補 正 後

-
 
1
3
 
-



 

議第１０２号 

 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例

の制定について 

 

 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例を次

のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

                              天草市長 馬場 昭治 

 

 

   天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例（平成１８年天草市条

例第３９号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合には」を、「１００

分の１６５」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１７５」を加える。 

第２条 天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を次のように改

正する。 

  第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１６５、１２月に支給する場合に

は１００分の１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

 （天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例（平成１８年天草市条例第４３号）の一部を

次のように改正する。 

  第５条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合には」を、「１００

分の１６５」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１７５」を加える。 

第４条 天草市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１６５、１２月に支給する場合に

は１００分の１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

 （天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 
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第５条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年天草市条例第８７号）

の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合には」を、「１００

分の１６５」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１７５」を加える。 

第６条 天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１６５、１２月に支給する場合に

は１００分の１７５」を「１００分の１７０」に改める。 

   附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条、第４条及び第６条の規定は、

令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する条   

 例第５条第２項の規定、第３条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条 

 例第５条第２項の規定及び第５条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅

費に関する条例第５条第２項の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

第２条 第１条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例、第３条の規定による改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例及び第５条の

規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の規定を適用する場

合においては、次の各号に掲げる条例の規定に基づいて支給された給与は、当該各号に定め

る条例の規定による給与の内払とみなす。 

⑴ 第１条の規定による改正前の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関する

条例 第１条の規定による改正後の天草市議会議員に対する議員報酬及び費用弁償等に関

する条例 

⑵ 第３条の規定による改正前の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 第３条の規定に

よる改正後の天草市長等の給与及び旅費に関する条例 

⑶ 第５条の規定による改正前の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 第５

条の規定による改正後の天草市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例 
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 （提案理由） 

 期末手当の支給月数を改めるには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条第４

項及び第２０４条第３項の規定により、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０３号 

 

   天草市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を、次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

天草市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市職員の給与に関する条例（平成１８年天草市条例第４６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第２条第１項中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加え、「新型インフルエ

ンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」に改め、同条第３

項中「給料」を「給与」に改める。 

  第１０条第１項中「４１万４，８００円」を「４１万５，６００円」に改める。 

  第１５条第２項第２号中「定年前再任用短時間勤務職員のうち、」を「第１６条の２第１

項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員（」に改

め、「規則で定める職員」の次に、「に限る。）」を加える。 

  第１６条の次に次の１条を加える。 

  （在宅勤務等手当） 

第１６条の２ 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務

時間（休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。）の全部を勤務するこ

とを、規則で定める期間以上の期間について１箇月当たり平均１０日を超えて命ぜられた

職員には、在宅勤務等手当を支給する。 

２ 在宅勤務等手当の月額は、３，０００円とする。 

３ 前２項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

  第２４条第２項中「期末手当基礎額に」の次に「、６月に支給する場合には」を加え、「

第２７条」を「以下この項及び第２７条第２項」に改め、「１００分の１００）」の次に 
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「、１２月に支給する場合には１００分の１２５（特定幹部職員にあっては、１００分の１ 

０５）」を加え、同条第３項中「１００分の５７．５」」の次に「と、「１００分の１２５」

とあるのは「１００分の７０」と、「１００分の１０５」とあるのは「１００分の６０」」 

を加える。 

  第２７条第２項第１号中「加算した額に」の次に「、６月に支給する場合には」を、「１

００分の１２０）」の次に「、１２月に支給する場合には１００分の１０５（特定幹部職員

にあっては、１００分の１２５）」を加え、同項第２号中「勤勉手当基礎額に」の次に「、

６月に支給する場合には」を、「１００分の５７．５）」の次に「、１２月に支給する場合

には１００分の５０（特定幹部職員にあっては、１００分の６０）」を加える。 

 第２７条の２第１項中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型インフル

エンザ等対策派遣手当」に、「第４４条」を「第２６条の８」に改める。 

  附則第１０項中、「達した日以後」を「達した日後」に改める。 

  別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

行政職給料表 

職員

の区

分 

職務の級

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年

前再

任用

短時

間勤

務職

員以

外の

職員 

 円 円 円 円 円 円 円

1 162,100 208,000 240,900 271,600 295,400 323,100 365,500

2 163,200 209,700 242,400 273,200 297,500 325,300 368,100

3 164,400 211,400 243,800 274,700 299,500 327,500 370,500

4 165,500 212,900 245,200 276,300 301,400 329,500 372,900

5 166,600 214,400 246,400 277,800 303,200 331,500 374,800

6 167,700 216,200 248,000 279,500 305,000 333,500 377,300

7 168,800 217,900 249,500 281,300 306,600 335,400 379,600

8 169,900 219,600 250,900 283,100 308,200 337,300 382,100

9 170,900 221,100 252,000 284,800 309,800 339,200 384,500

10 172,300 222,600 253,400 286,700 312,000 341,200 387,100
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11 173,600 224,100 254,900 288,500 314,200 343,200 389,700

12 174,900 225,600 256,200 290,300 316,200 345,200 392,300

13 176,100 226,800 257,500 292,100 318,200 347,000 394,600

14 177,600 228,200 258,700 293,700 320,200 349,000 396,900

15 179,100 229,600 259,900 295,100 322,100 350,900 399,100

16 180,700 231,000 261,100 296,500 324,000 352,800 401,400

17 181,800 232,400 262,300 298,000 325,900 354,500 403,200

18 183,200 234,000 263,600 300,000 327,900 356,500 405,100

19 184,600 235,500 264,900 302,000 329,800 358,300 407,000

20 186,000 236,900 266,200 303,800 331,700 360,200 408,800

21 187,300 238,100 267,600 305,500 333,400 362,100 410,600

22 189,600 239,700 269,100 307,400 335,400 364,000 412,400

23 191,800 241,200 270,700 309,300 337,400 365,900 414,200

24 194,000 242,600 272,200 311,100 339,300 367,800 416,000

25 196,200 243,600 273,800 312,800 340,700 369,700 417,600

26 197,900 245,100 275,500 314,800 342,600 371,600 419,100

27 199,400 246,400 277,100 316,800 344,500 373,500 420,600

28 200,900 247,600 278,700 318,700 346,400 375,400 422,100

29 202,400 248,700 280,300 320,400 348,000 376,900 423,600

30 203,800 249,700 281,800 322,400 349,900 378,700 424,900

31 205,200 250,600 283,300 324,400 351,700 380,500 426,200

32 206,600 251,500 284,800 326,400 353,500 382,100 427,400

33 208,000 252,400 285,900 327,600 355,300 383,800 428,600

34 209,300 253,300 287,500 329,600 357,100 385,200 429,900

35 210,600 254,100 289,000 331,500 358,800 386,600 431,200

36 211,900 254,900 290,500 333,500 360,500 388,000 432,400

37 213,200 255,600 291,900 335,400 361,900 389,400 433,600

38 214,400 256,700 293,500 337,300 363,200 390,600 434,400

39 215,600 257,900 295,100 339,200 364,500 391,800 435,200
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40 216,700 259,000 296,700 341,100 365,900 392,800 436,000

41 217,800 260,200 298,200 342,900 367,000 393,900 436,600

42 218,900 261,400 299,800 344,800 367,900 395,100 437,300

43 219,900 262,500 301,300 346,600 368,900 396,200 438,000

44 220,900 263,600 302,800 348,400 370,000 397,300 438,700

45 221,800 264,700 304,400 349,900 370,800 398,000 439,500

46 222,700 265,800 306,000 351,300 371,700 398,700 440,300

47 223,600 266,900 307,600 352,700 372,600 399,400 440,700

48 224,500 267,900 309,100 354,200 373,400 400,100 441,400

49 225,400 268,900 310,000 355,700 374,200 400,700 441,900

50 226,300 269,900 311,500 356,500 375,000 401,300 442,300

51 227,200 270,900 313,000 357,500 375,800 401,800 442,700

52 228,100 271,800 314,600 358,500 376,500 402,200 443,100

53 228,900 272,700 316,200 359,400 377,200 402,600 443,500

54 229,800 273,600 317,800 360,500 377,900 402,900 443,900

55 230,700 274,500 319,300 361,400 378,600 403,200 444,300

56 231,500 275,400 320,800 362,400 379,300 403,500 444,600

57 231,800 276,300 322,200 363,300 379,800 403,800 444,900

58 232,600 277,200 323,400 364,000 380,400 404,100 445,300

59 233,300 278,100 324,500 364,700 381,000 404,400 445,600

60 233,900 279,000 325,600 365,300 381,700 404,700 445,900

61 234,500 280,000 326,300 365,700 382,100 405,000 446,200

62 235,200 281,000 327,200 366,300 382,800 405,300 

63 235,800 281,900 328,000 367,000 383,400 405,600 

64 236,300 282,800 328,800 367,700 384,000 405,900 

65 236,800 283,300 329,600 368,000 384,400 406,200 

66 237,300 284,000 330,000 368,700 385,000 406,500 

67 237,800 284,700 330,600 369,400 385,600 406,800 

68 238,400 285,600 331,300 370,000 386,200 407,100 
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69 238,900 286,600 332,100 370,300 386,600 407,300 

70 239,400 287,400 332,800 370,900 387,100 407,600 

71 239,900 288,200 333,500 371,600 387,600 407,900 

72 240,400 289,000 334,100 372,200 388,200 408,100 

73 240,900 289,700 334,600 372,500 388,500 408,300 

74 241,400 290,200 335,200 373,100 388,900 408,600 

75 241,800 290,600 335,700 373,800 389,300 408,900 

76 242,300 291,000 336,300 374,400 389,700 409,100 

77 242,800 291,200 336,600 374,800 390,000 409,300 

78 243,300 291,500 337,100 375,300 390,300 409,600 

79 243,800 291,700 337,500 375,900 390,600 409,900 

80 244,300 292,000 337,900 376,400 390,800 410,100 

81 244,700 292,200 338,300 376,900 391,000 410,300 

82 245,200 292,400 338,800 377,500 391,300 410,600 

83 245,600 292,700 339,300 378,000 391,600 410,900 

84 246,000 292,900 339,800 378,300 391,800 411,100 

85 246,400 293,200 340,100 378,700 392,000 411,300 

86 246,800 293,500 340,500 379,200 392,300  

87 247,200 293,800 341,000 379,600 392,600  

88 247,600 294,100 341,400 380,000 392,800  

89 248,000 294,400 341,700 380,400 393,000  

90 248,500 294,800 342,100 380,900 393,300  

91 248,800 295,100 342,600 381,300 393,600  

92 249,100 295,500 343,000 381,700 393,800  

93 249,400 295,700 343,200 382,000 394,000  

94  295,900 343,600    

95  296,200 344,100    

96  296,600 344,500    

97  296,800 344,700    
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98  297,100 345,100    

99  297,500 345,500    

100  297,900 345,800    

101  298,100 346,100    

102  298,400 346,500    

103  298,800 346,900    

104  299,100 347,300    

105  299,300 347,800    

106  299,600 348,200    

107  300,000 348,600    

108  300,300 349,000    

109  300,500 349,500    

110  300,900 349,900    

111  301,300 350,200    

112  301,600 350,500    

113  301,800 351,000    

114  302,000     

115  302,300     

116  302,700     

117  302,900     

118  303,100     

119  303,400     

120  303,700     

121  304,100     

122  304,300     

123  304,600     

124  304,900     

125  305,200     

定年  基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料 基準給料
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前再

任用

短時

間勤

務職

員 

月額 月額 月額 月額 月額 月額 月額 

円 円 円 円 円 円 円

188,700 216,200 256,200 275,600 290,700 316,200 358,000

（備考） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 

別表第２医療職給料表（一）、医療職給料表（二）及び医療職給料表（三）を次のように

改める。 

医療職給料表（一） 

職員の区分 職務の級

号給 

1級 2級 3級 4級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

 円 円 円 円

1 264,700 346,600 406,900 474,700

2 267,200 349,600 409,600 477,000

3 269,600 352,400 412,100 479,200

4 272,000 355,300 414,700 481,500

5 274,100 357,800 417,100 483,700

6 277,600 360,800 419,100 485,800

7 281,100 363,800 420,900 488,000

8 284,500 366,600 422,800 490,000

9 288,100 368,700 424,600 491,900

10 291,600 371,200 427,300 494,000

11 295,200 373,900 429,800 496,100

12 298,700 376,400 432,200 498,200

13 302,200 379,100 434,400 500,300

14 306,100 382,500 436,900 502,200

15 310,000 385,500 438,900 504,300

16 313,600 388,800 441,000 506,400
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17 317,200 391,800 443,000 508,300

18 320,700 394,400 445,200 510,300

19 324,200 396,800 447,400 512,300

20 327,700 399,300 449,500 514,100

21 331,300 401,900 450,900 515,900

22 335,000 403,900 453,300 517,700

23 338,400 405,500 455,600 519,500

24 341,700 407,100 457,800 521,300

25 345,000 408,800 459,800 522,900

26 347,500 411,000 462,100 524,700

27 350,000 413,100 464,300 526,500

28 352,300 415,100 466,600 528,300

29 354,400 417,200 468,700 529,900

30 356,100 419,300 470,900 531,700

31 357,800 420,900 473,200 533,500

32 359,600 422,600 475,300 535,300

33 361,500 424,500 477,100 536,900

34 363,700 426,000 479,200 538,700

35 365,800 427,800 481,300 540,400

36 367,800 429,600 483,300 542,100

37 369,700 431,500 485,400 543,700

38 371,900 433,500 487,100 545,300

39 374,000 435,300 488,900 546,700

40 376,000 437,200 490,700 548,300

41 378,000 439,000 492,300 549,800

42 378,700 440,700 494,100 551,200

43 379,300 442,400 495,900 552,600

44 380,000 444,200 497,500 553,900

45 380,900 446,000 498,900 555,100
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46 382,200 447,800 500,600 556,100

47 383,500 449,500 502,400 557,100

48 384,800 451,200 504,100 558,100

49 385,600 452,800 505,600 559,100

50 386,400 454,500 506,900 560,000

51 387,200 456,200 508,200 560,900

52 387,700 457,900 509,500 561,800

53 388,500 459,800 510,500 562,600

54 389,300 461,000 511,800 563,500

55 390,000 462,200 513,100 564,400

56 390,700 463,400 514,400 565,300

57 391,400 464,400 515,400 566,200

58 392,300 465,400 516,200 567,100

59 393,000 466,300 517,000 568,000

60 393,600 467,100 517,800 568,700

61 394,100 467,900 518,700 569,600

62 394,600 468,600 519,500 570,500

63 395,000 469,300 520,400 571,400

64 395,400 469,900 521,200 572,300

65 395,700 470,600 522,100 573,200

66  471,300 523,000 

67  471,900 523,700 

68  472,500 524,600 

69  472,800 525,500 

70  473,400 526,300 

71  474,100 527,200 

72  474,800 528,100 

73  475,200 528,900 

74  475,800 529,800 
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75  476,500 530,700 

76  477,200 531,400 

77  477,600 532,200 

78  478,200 533,100 

79  478,800 534,000 

80  479,300 534,900 

81  479,900 535,700 

82  480,400 536,600 

83  480,900 537,500 

84  481,400 538,400 

85  481,800 539,200 

86  482,400 540,100 

87  482,800 541,000 

88  483,300 541,900 

89  483,800 542,700 

90  484,400  

91  485,000  

92  485,400  

93  485,900  

94  486,500  

95  487,100  

96  487,600  

97  488,100   

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円

297,300 339,700 394,300 467,400

（備考） この表は、診療所に勤務する医師及び歯科医師に適用する。 

医療職給料表（二） 
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職員の

区分 

職務の

級

  

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前

再任用

短時間

勤務職

員以外

の職員 

 円 円 円 円 円 円 円

1 167,200 202,800 236,100 258,800 287,400 330,400 373,400

2 168,600 204,400 237,400 259,900 289,200 332,400 376,000

3 170,000 205,900 238,700 261,100 291,200 334,300 378,600

4 171,400 207,300 239,900 262,200 293,100 336,200 381,200

5 172,700 208,800 241,100 263,400 294,900 338,000 383,500

6 174,500 210,000 242,300 264,600 296,900 340,000 386,200

7 176,200 211,200 243,400 265,700 298,700 342,000 388,800

8 177,800 212,400 244,500 266,700 300,600 344,000 391,500

9 179,400 213,800 245,400 267,800 302,400 345,800 393,600

10 181,100 215,300 246,500 268,500 304,000 347,900 395,800

11 182,700 216,800 247,800 269,200 305,500 349,900 398,000

12 184,600 218,300 248,900 270,000 307,100 351,900 400,200

13 186,000 219,700 250,200 271,000 308,800 353,400 402,200

14 187,800 221,200 251,400 272,000 310,700 355,400 404,200

15 189,800 222,700 252,600 273,000 312,700 357,300 406,200

16 191,600 224,200 253,800 274,100 314,500 359,300 408,200

17 193,500 225,500 254,600 275,300 316,300 361,100 410,000

18 194,700 226,800 255,800 276,800 318,200 363,100 411,900

19 196,200 228,200 256,900 278,400 320,100 365,100 413,800

20 197,600 229,500 258,000 280,000 321,900 367,000 415,600

21 198,800 230,600 259,200 281,500 323,700 368,700 417,400

22 200,300 231,700 260,000 283,100 325,600 370,700 419,000

23 201,700 232,800 260,800 284,700 327,400 372,700 420,600

24 203,000 233,900 261,600 286,300 329,300 374,700 422,100
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25 204,600 235,000 262,500 287,900 331,000 376,100 423,600

26 205,600 236,200 263,500 289,400 332,900 377,900 424,900

27 206,700 237,400 264,500 290,900 334,800 379,700 426,200

28 207,800 238,500 265,500 292,500 336,600 381,400 427,500

29 209,000 239,500 266,700 293,800 337,900 383,100 428,800

30 210,100 240,800 268,200 295,300 339,700 384,600 430,000

31 211,200 242,200 269,700 296,800 341,400 386,100 431,200

32 212,300 243,400 271,000 298,300 343,200 387,600 432,300

33 213,700 244,400 272,200 299,800 344,900 388,900 433,500

34 215,000 245,700 273,800 301,400 346,700 390,200 434,700

35 216,300 246,600 275,300 303,000 348,500 391,500 435,900

36 217,500 247,800 276,800 304,600 350,300 392,600 437,100

37 218,500 249,000 278,100 305,900 351,900 393,700 438,400

38 219,500 250,100 279,500 307,500 353,600 394,800 439,200

39 220,500 251,100 280,800 309,000 355,200 395,900 439,600

40 221,500 252,100 282,100 310,500 356,800 397,000 440,300

41 222,400 253,000 283,200 312,100 358,000 397,800 440,800

42 223,200 253,800 284,600 313,700 359,100 398,600 441,200

43 224,000 254,600 286,000 315,300 360,300 399,400 441,600

44 224,900 255,400 287,300 316,800 361,500 400,200 442,000

45 225,800 256,200 288,600 317,700 362,500 400,600 442,400

46 226,700 257,400 290,200 319,100 363,300 401,200 442,800

47 227,600 258,600 291,700 320,600 364,300 401,700 443,200

48 228,500 259,700 293,100 322,200 365,400 402,100 443,500

49 229,200 261,000 294,300 323,600 366,400 402,500 443,800

50 230,100 262,300 295,800 324,900 367,400 402,800 444,200

51 231,000 263,400 297,100 326,100 368,400 403,100 444,500

52 231,800 264,400 298,600 327,300 369,300 403,400 444,800

53 232,100 265,400 299,900 328,300 370,100 403,700 445,100
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54 232,900 266,500 301,300 329,300 370,900 404,000 

55 233,500 267,600 302,700 330,300 371,800 404,300 

56 234,200 268,700 304,000 331,200 372,600 404,600 

57 234,800 269,400 305,000 331,700 373,100 404,900 

58 235,400 270,500 306,200 332,600 373,900 405,200 

59 235,900 271,600 307,400 333,400 374,700 405,500 

60 236,400 272,500 308,800 334,300 375,500 405,900 

61 237,000 273,300 310,100 335,000 375,900 406,100 

62 237,500 274,300 311,300 335,300 376,600 406,400 

63 238,000 275,200 312,500 335,800 377,300 406,700 

64 238,600 276,100 313,700 336,400 377,900 407,000 

65 239,100 276,900 315,000 337,000 378,300 407,200 

66 239,600 277,900 315,800 337,700 378,900  

67 240,200 278,800 316,500 338,400 379,600  

68 240,700 279,700 317,200 339,000 380,200  

69 241,200 280,600 317,800 339,700 380,600  

70 241,700 281,600 318,500 340,200 381,100  

71 242,100 282,700 319,200 340,800 381,600  

72 242,600 283,700 319,800 341,400 382,100  

73 243,100 284,300 320,400 341,700 382,700  

74 243,600 284,800 320,600 342,300 383,200  

75 244,100 285,300 321,100 342,800 383,800  

76 244,600 286,100 321,600 343,300 384,400  

77 244,900 286,900 322,200 343,800 384,900  

78 245,200 287,500 322,700 344,300 385,400  

79 245,500 288,100 323,200 344,800 385,900  

80 245,700 288,600 323,600 345,200 386,400  

81 245,900 289,100 324,200 345,500 386,700  

82 246,200 289,600 324,700 345,800 387,200  
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83 246,500 290,000 325,100 346,200 387,600  

84 246,700 290,300 325,600 346,500 388,000  

85 246,900 290,500 326,100 347,000 388,400  

86  290,700 326,500 347,300   

87  290,900 326,700 347,600   

88  291,100 327,000 347,900   

89  291,500 327,400 348,300   

90  291,700 327,800 348,600   

91  291,900 328,200 349,000   

92  292,100 328,600 349,300   

93  292,500 328,900 349,700   

94  292,700 329,100 350,000   

95  292,900 329,500 350,300   

96  293,200 329,800 350,600   

97  293,500 330,000 350,900   

98  293,700 330,300 351,300   

99  293,900 330,600 351,700   

100  294,200 330,900 352,100   

101  294,500 331,100 352,600   

102  294,700 331,400 353,000   

103  294,900 331,800 353,400   

104  295,200 332,000 353,800   

105  295,500 332,200 354,300   

106   332,400    

107   332,800    

108   333,000    

109   333,200    

110   333,600    

111   334,000    
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112   334,400    

113   334,600    

定年前

再任用

短時間

勤務職

員 

 基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

基準給料

月額 

円 円 円 円 円 円 円

189,700 216,300 244,500 257,900 283,100 323,900 366,200

（備考） この表は、診療所に勤務する歯科衛生士及び歯科技工士に適用する。 

医療職給料表（三） 

職員の区

分 

職務の級

号給 

1級 2級 3級 4級 5級 

給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 円

1 183,500 211,000 253,600 272,400 293,800

2 184,900 212,900 255,000 273,300 295,300

3 186,400 214,900 256,500 274,100 296,900

4 187,800 216,800 257,900 274,900 298,500

5 189,300 218,800 259,100 275,400 299,800

6 190,800 220,600 259,900 276,300 301,500

7 192,300 222,400 260,700 277,000 303,100

8 193,800 224,100 261,400 277,900 304,700

9 195,000 225,800 262,100 278,800 306,300

10 196,700 227,200 262,800 279,400 307,700

11 198,300 228,500 263,600 280,300 308,900

12 199,800 229,400 264,300 281,200 310,200

13 201,200 230,800 265,100 282,100 311,400

14 203,200 231,800 266,000 283,000 313,000

15 205,300 232,800 266,800 283,900 314,600

16 207,300 233,700 267,700 284,800 316,200

17 209,300 234,800 268,200 285,800 317,700
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18 211,300 236,200 269,000 286,800 319,200

19 213,400 237,600 269,800 287,800 320,700

20 215,400 238,700 270,600 288,900 322,100

21 217,300 239,800 271,300 290,200 323,500

22 219,000 241,400 272,000 291,600 324,900

23 220,700 243,100 272,700 292,800 326,400

24 222,400 244,500 273,500 294,000 327,800

25 223,700 245,700 274,300 295,100 329,200

26 225,000 247,000 275,000 296,500 330,600

27 226,100 248,400 275,800 297,900 332,000

28 227,100 249,700 276,600 299,300 333,400

29 228,200 251,100 277,600 300,300 334,500

30 229,000 252,100 278,700 301,600 336,000

31 229,800 252,900 280,100 302,900 337,400

32 230,500 253,600 281,300 304,100 338,900

33 231,600 254,400 282,500 305,300 340,400

34 232,800 255,300 283,800 306,700 341,900

35 233,900 256,200 284,900 308,100 343,400

36 234,900 256,900 286,100 309,500 344,900

37 235,900 257,600 287,500 310,800 346,500

38 237,200 258,500 288,600 312,100 348,100

39 238,500 259,400 289,700 313,500 349,600

40 239,700 260,300 290,700 314,900 351,100

41 240,500 260,700 291,700 316,400 352,300

42 241,500 261,500 292,900 317,800 353,800

43 242,500 262,300 294,100 319,200 355,300

44 243,500 263,000 295,300 320,500 356,700

45 244,500 263,700 296,400 321,300 358,100

46 245,500 264,400 297,700 322,700 359,100
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47 246,400 265,100 299,000 324,100 360,500

48 247,200 265,800 300,200 325,600 361,800

49 248,000 266,500 301,300 326,700 363,100

50 248,900 267,300 302,500 328,000 364,500

51 249,800 268,000 303,700 329,300 365,800

52 250,600 268,900 305,000 330,600 367,100

53 251,200 269,800 306,400 331,900 368,600

54 252,100 270,900 307,700 333,200 369,800

55 253,000 272,000 309,000 334,500 370,900

56 253,800 273,200 310,200 335,800 372,100

57 254,500 274,400 311,000 336,700 373,200

58 255,400 275,800 312,200 338,000 374,100

59 256,000 277,100 313,400 339,200 375,100

60 256,800 278,400 314,800 340,500 376,000

61 257,500 279,600 315,900 341,500 376,600

62 258,200 280,800 317,200 342,400 377,400

63 258,900 281,900 318,400 343,500 378,200

64 259,600 283,000 319,600 344,700 379,000

65 260,200 284,000 320,800 345,800 379,700

66 260,900 285,200 322,100 347,000 380,400

67 261,500 286,400 323,300 348,200 381,200

68 262,100 287,400 324,500 349,200 381,900

69 262,700 288,400 325,200 350,200 382,500

70 263,300 289,800 326,300 351,200 383,100

71 264,100 291,100 327,400 352,300 383,800

72 264,900 292,300 328,300 353,400 384,400

73 266,100 293,300 329,400 354,200 385,100

74 267,200 294,600 330,100 355,300 385,600

75 268,200 295,800 331,200 356,400 386,200
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76 269,200 297,000 332,300 357,400 386,700

77 270,100 298,300 333,400 358,100 387,100

78 271,000 299,500 334,600 358,900 387,700

79 271,900 300,700 335,700 359,700 388,200

80 272,800 301,900 336,800 360,400 388,500

81 273,600 302,400 337,900 361,000 388,800

82 274,500 303,600 339,000 361,500 389,300

83 275,400 304,700 340,000 362,100 389,700

84 276,000 305,800 341,100 362,600 390,000

85 276,700 306,900 342,000 363,200 390,300

86 277,400 308,100 343,000 363,700 390,800

87 278,100 309,300 343,900 364,300 391,300

88 278,800 310,400 344,900 364,800 391,700

89 279,600 311,500 345,800 365,200 392,000

90 280,400 312,700 346,600 365,600 392,400

91 281,200 313,900 347,400 366,200 392,900

92 282,000 315,000 348,200 366,700 393,300

93 282,800 315,800 348,800 367,000 393,700

94 283,800 316,500 349,400 367,500 

95 284,700 317,200 350,100 367,900 

96 285,600 317,800 350,700 368,200 

97 286,200 318,300 351,100 368,800 

98 286,800 318,600 351,500 369,300 

99 287,400 319,200 352,000 369,800 

100 288,300 319,800 352,400 370,300 

101 289,100 320,200 352,900 370,900 

102 289,900 320,800 353,300 371,400 

103 290,700 321,400 353,800 371,900 

104 291,500 321,900 354,200 372,300 
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105 292,100 322,300 354,500 372,900 

106 292,600 322,800 355,000 373,400 

107 293,100 323,300 355,400 373,900 

108 293,500 323,800 355,700 374,400 

109 293,700 324,200 356,200 375,000 

110 294,000 324,600 356,700 375,400 

111 294,200 324,900 357,200 375,900 

112 294,500 325,200 357,700 376,400 

113 294,800 325,500 358,200 377,000 

114 295,000 325,900 358,700   

115 295,300 326,300 359,200   

116 295,500 326,600 359,600   

117 295,800 326,800 360,000   

118 296,100 327,100 360,400   

119 296,400 327,500 360,900   

120 296,700 327,700 361,400   

121 297,000 327,900 361,800   

122 297,400 328,200 362,300   

123 297,700 328,500 362,800   

124 298,100 328,800 363,300   

125 298,300 329,000 363,600   

126 298,500 329,300   

127 298,800 329,700   

128 299,200 329,900   

129 299,400 330,100   

130 299,700 330,300   

131 300,100 330,700   

132 300,500 330,900   

133 300,700 331,200   
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134 301,000 331,600   

135 301,400 332,000   

136 301,700 332,400   

137 301,900 332,700   

138 302,200 333,100   

139 302,600 333,500   

140 302,900 333,900   

141 303,100 334,200   

142 303,500 334,600   

143 303,900 334,900   

144 304,200 335,300   

145 304,400 335,600   

146 304,600 336,000   

147 304,900 336,400   

148 305,300 336,800   

149 305,500 337,100   

150 305,700 337,500   

151 306,000 337,900   

152 306,300 338,300   

153 306,700 338,600   

154 306,900    

155 307,100    

156 307,400    

157 307,700    

158 308,000    

159 308,300    

160 308,600    

161 309,000    

162 309,300    
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163 309,600    

164 309,900    

165 310,300    

166 310,600    

167 310,900    

168 311,200    

169 311,600    

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 

円 円 円 円 円

236,100 256,400 263,600 

 

273,800 290,100

（備考） この表は、診療所に勤務する看護師及び准看護師に適用する。 

第２条 天草市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第２４条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２０」を「１００分の１２ 

２．５」に改め、「以下この項及び」を削り、「１００分の１００）、１２月に支給する場

合には１００分の１２５（特定幹部職員にあっては、１００分の１０５」を「１００分の１

０２．５」に改め、同条第３項中「１００分の１２０」を「１００分の１２２．５」に、「

１００分の６７．５」を「１００分の６８．７５」に、「１００分の１００」を「１００分

の１０２．５」に、「１００分の５７．５」と、「１００分の１２５」とあるのは「１００

分の７０」と、「１００分の１０５」とあるのは「１００分の６０」を「１００分の５８．

７５」に改める。 

第２７条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１００（特定幹部職員に

あっては、１００分の１２０）、１２月に支給する場合には１００分の１０５」を「１００

分の１０２．５」に、「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に改め、同項第２

号中「、６月に支給する場合には１００分の４７．５（特定幹部職員にあっては、１００分

の５７．５）、１２月に支給する場合においては１００分の５０」を「１００分の４８．７

５」に、「１００分の６０」を「１００分の５８．７５」に改める。 

 （天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成１８年天草市

条例第２５７号）の一部を次のように改正する。 
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  第２条第３項中「通勤手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

  第５条の次に次の１条を加える。 

  （在宅勤務等手当） 

第５条の２ 住居その他これに準ずるものとして市長が定める場所において、正規の勤務時

間（休暇により勤務しない時間その他市長が定める時間を除く。）の全部を勤務すること

を、市長が定める期間以上の期間について１箇月当たり平均１０日を超えて命ぜられた職

員には、在宅勤務等手当を支給する。 

（天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第４条 天草市病院事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（平成２１年天草市条例

第８８号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第３項中「単身赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える。 

  第１０条の次に次の１条を加える。 

  （在宅勤務等手当） 

第１０条の２ 住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤

務時間（休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。）の全部を勤務す

ることを、管理者が定める期間以上の期間について１箇月当たり平均１０日を超えて命ぜ

られた職員には、在宅勤務等手当を支給する。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条中第２条第１項の改正規定（「単身

赴任手当」の次に「、在宅勤務等手当」を加える部分に限る。）、第１５条第２項第２号の

改正規定及び第１６条の次に１条を加える改正規定並びに第２条、第３条並びに第４条の規

定は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の天草市職員の給与に関する条例（次項において「改正後給与

条例」という。）第１０条第１項、第２４条第２項及び第３項、第２７条第第２項第１号及

び第２号並びに別表第１及び別表第２の規定は、令和５年４月１日から適用する。 

（給与の内払） 

３ 改正後給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の天草市職員の給

与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後給与条例の規定による給与の内

払とみなす。 
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（提案理由） 

国の人事院勧告等を踏まえ、職員の給与改定等を行うため、条例を改正する必要がある。 

これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０４号 

 

   天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例 

 天草市会計年度任用職員の給与等に関する条例（令和元年天草市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

第２条第１項及び第３項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改める。 

第３条第３項中「。第６条第２項において「報酬等条例」という。」を削る。 

第５条に次の１項を加える。 

２ 給与条例第２条第３項及び第３条の規定は、会計年度任用職員について準用する。 

第６条第２項中「報酬等条例第５条」を「天草市職員等の旅費に関する条例（平成１８年天

草市条例第５１号。次条において「旅費条例」という。）別表第１一般職の職員の項」に改め

る。 

第７条第２項中「天草市職員等の旅費に関する条例（平成１８年天草市条例第５１号）」を

「旅費条例」に改め、「一般職の職員の項」の次に「の規定」を加える。 

附 則 

 （施行期日）  

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３条第３項の改正規定、第５条

に１項を加える改正規定、第６条第２項の改正規定及び第７条第２項の改正規定は、公布の

日から施行する。 

 （天草市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

２ 天草市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年天草市条例第３６号）の一部を次のよ

うに改正する。 
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  第７条第２項中「（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）」を削る。 

  第８条中「会計年度任用職員」を「地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条 

の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）」に改める。 

 

 

 （提案理由） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の一部改正等を踏まえ、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０５号 

 

   天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

 

 天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号。以下「法」という。）第３条第１項及び第２項、第４条、第５条、第６条第２

項並びに第７条第１項及び第２項並びに地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４

条第５項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与

の特例について必要な事項を定めるものとする。 

（職員の任期を定めた採用） 

第２条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当

該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要と

される業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経

験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当

するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を

確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。 

⑴ 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知

識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保するこ

とが一定の期間困難である場合 

⑵ 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な

知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門

的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 
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⑶ 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、 

当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部

内で確保することが一定の期間困難である場合 

⑷ 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要

とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に

活用することができる期間が一定の期間に限られる場合 

第３条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させること

が公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用するこ

とができる。 

⑴ 一定の期間内に終了することが見込まれる業務 

⑵ 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務 

２ 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務

のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従

事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて

採用することができる。 

（短時間勤務職員の任期を定めた採用） 

第４条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第１項各号に掲げる業務のいずれかに従事させる

ことが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定

めて採用することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスに

ついて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長

した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職

員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要で

あるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

３ 任命権者は、前２項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間に

ついて短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当で

あると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。 

⑴ 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年天草市条例第３５号。以下「

勤務時間条例」という。）第１５条の規定による介護休暇の承認 
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⑵ 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第１項の規

定による承認 

（任期の特例） 

第５条 法第６条第２項に規定する条例で定める場合は、第３条第１項第１号に掲げる業務の

終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情

により前２条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長す

ることが必要な場合であって、これらの規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないと

きとする。 

（任期の更新） 

第６条 任命権者は、第２条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が５年に満たな

い場合にあっては採用した日から５年、第３条又は第４条の規定により任期を定めて採用さ

れた職員又は短時間勤務職員の任期が３年（前条の規定による場合にあっては、５年。以下

この項において同じ。）に満たない場合にあっては採用した日から３年を超えない範囲内に

おいて、その任期を更新することができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を

更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。 

（給与の特例） 

第７条 第２条第１項の規定により任期を定めて採用された職員（以下「特定任期付職員」と

いう。）に適用する給料表は、別表第１のとおりとする。 

２ 任命権者は、特定任期付職員の号給を、別表第２の等級別基準職務表に従い決定する。 

３ 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められるものには、規

則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給

することができる。 

４ 第２項の規定による号給の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、

予算の範囲内で行わなければならない。 

第８条 第４条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤

務職員」という。）の給料月額については、その者に適用される給料表に掲げる給料月額の

うち、その者の属する職務の級及び号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第４項の規定に

より定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて

得た額とする。 
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（天草市職員の給与に関する条例の適用除外等） 

第９条 天草市職員の給与に関する条例（平成１８年天草市条例第４６号。以下「給与条例」

という。）第４条、第５条、第８条から第１２条まで、第１４条、第１８条から第２０条ま

で及び第２７条の規定は、特定任期付職員には適用しない。 

２ 特定任期付職員に対する給与条例第２条第１項、第２３条第１項及び第２項並びに第２４

条第２項及び第５項の規定の適用については、給与条例第２条第１項中「、災害派遣手当」 

とあるのは「、天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和 年天草市条例第  

号。以下「任期付職員条例」という。）第７条第３項に規定する特定任期付職員業績手当、

災害派遣手当」と、給与条例第２３条第１項及び第２項中「第９条第１項の規定に基づく規

則で定める管理又は監督の地位にある職員」とあるのは「任期付職員条例第２条第１項の規

定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第２４条第２項中「１００分の１２ 

２．５」とあるのは「１００分の１７０」と、同条第５項中「同表以外の各給料表」とある

のは「同表以外の各給料表又は任期付職員条例第７条第１項に規定する給料表」とする。 

第１０条 給与条例第１０条から第１２条まで及び第１４条の規定は、任期付短時間勤務職員

には適用しない。 

２ 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第４条第５項、第１５条第２項及び第１８条第２

項の規定の適用については、給与条例第４条第５項中「法第２２条の４第１項又は第２２条

の５第１項の規定により採用された職員で同法第２２条の４第１項に規定する短時間勤務の

職を占めるもの（以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。）」とあるのは「天草市一般

職の任期付職員の採用等に関する条例（令和 年天草市条例第 号）第８条に規定する任期

付短時間勤務職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）」と、「給料表の定年前再任

用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額」とあるのは「給料表に掲げる給料月額」と、

「勤務時間条例第２条第３項」とあるのは「勤務時間条例第２条第４項」と、「当該定年前再

任用短時間勤務職員」とあるのは「当該任期付短時間勤務職員」と、給与条例第１５条第２

項及び第１８条第２項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とする。 

（天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の適用除外） 

第１１条 天草市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例（平成１８年天草市条例第

４７号）第２条第１項（扶養手当、住居手当及び退職手当に関する部分に限る。）は、任期

付短時間勤務職員には適用しない。 
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（委任） 

第１２条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

別表第１（第７条関係） 

特定任期付職員給料表 

号給 給料月額（円） 

１ ３８０，０００ 

２ ４２７，０００ 

３ ４７７，０００ 

４ ５３９，０００ 

５ ６１５，０００ 

６ ７１８，０００ 

７ ８３９，０００ 

別表第２（第７条関係） 

等級別基準職務表 

号給 基準となる職務 

１ 
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事す

る職務 

２ 
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に

従事する職務 

３ 
高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業

務に従事する職務 

４ 
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難

な業務に従事する職務 

５ 
特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難

な業務で重要なものに従事する職務 

６ 
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等

を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する職務 
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７ 
極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等

を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する職務 

 

 

（提案理由） 

 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）に基づ

く任期を定めた職員の採用及び給与の特例について必要な事項を定めるため、条例を制定する

必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０６号 

 

   天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する

ものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例 

 （天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 天草市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１８年天草市条例第３５号）の一

部を次のように改正する。 

  第２条第４項中「前３項」を「前各項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項の次

に次の１項を加える。 

４ 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法律第４８号）第

５条の規定により採用された職員（以下「任期付短時間勤務職員」という。）の勤務時間

は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週間当

たり３１時間までの範囲内で、任命権者が定める。 

第３条第１項及び第２項中「定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤

務職員」を加える。 

第４条第２項中「、定年前再任用短時間勤務職員」の次に「及び任期付短時間勤務職員」

を加え、「及び定年前再任用短時間勤務職員」を「、定年前再任用短時間勤務職員及び任期

付短時間勤務職員」に改める。 

第１２条第１項第１号中「及び定年前再任用短時間勤務職員」を「、定年前再任用短時間

勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。 

 （天草市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 天草市職員の育児休業等に関する条例（平成１８年天草市条例第３６号）の一部を次

のように改正する。 
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  第２条中第３号を第４号とし、第２号の次に次の１号を加える。 

⑶ 天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例（令和 年条例第 号。第１５条の

２において「任期付職員条例」という。）第４条第３項の規定により任期を定めて採用

された短時間勤務職員 

第１５条の次に次の１条を加える。 

  （育児短時間勤務をしている職員についての任期付職員条例の特例） 

 第１５条の２ 育児短時間勤務をしている職員についての任期付職員条例の規定の適用につ

いては、任期付職員条例第７条第２項中「決定する」とあるのは、「決定するものとし、

その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第２条第２項の規

定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除して得た数を

乗じて得た額とする」とする。 

 （天草市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第３条 天草市職員の退職手当に関する条例（平成１８年天草市条例第５０号）の一部を次の

ように改正する。 

  第５条第１項中第３号を第４号とし、第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加え

る。 

  ⑵ 法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 

  第６条第１項中第６号を第７号とし、第５号を第６号とし、第４号の次に次の１号を加え

る。 

  ⑸ ２５年以上勤続し、法律の規定に基づく任期を終えて退職した者 

  附則第１４項中「特定日（６０歳に達した日の翌日以後における最初の４月１日をいう。

次項において同じ。）」を「６０歳に達した日の属する年度の３月３１日」に改める。 

  附則第１５項中「特定日」を「６０歳に達した日の属する年度の３月３１日」に改める。 

附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第３条中附則第１４項及び附則第１

５項の改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 天草市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定等に伴い、条例を改正する必要があ
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る。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０７号 

 

   天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

 天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正

する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を

改正する条例 

 天草市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例（平成２６年

天草市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

第３５条第３項中「同条第１号又は第２号」を「同号又は同条第２号」に改め、「、「同号

に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第２号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を削る。 

第３６条第３項中「第６条第２項中」の次に「「特定教育・保育施設（幼稚園又は認定こど

も園に限る。以下この項において同じ。）」とあるのは「特定教育・保育施設（特別利用教育

を提供している施設に限る。以下この項において同じ。）」と、」を、「第２号に掲げる小学

校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの総数」と」の次に「、「同号に掲げる

小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数」とあるのは「同条第１号に掲げる小学校就

学前子どもの区分に係る利用定員の総数」と」を加える。 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に 

- 51 -



関する基準（平成２６年内閣府令第３９号）の一部改正を踏まえ、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０８号 

 

   天草市老人憩の家条例を廃止する条例の制定について 

 

 天草市老人憩の家条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

   天草市老人憩の家条例を廃止する条例 

天草市老人憩の家条例（平成１８年天草市条例第１３９号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 天草市御所浦老人憩の家及び天草市嵐口老人憩の家の廃止に伴い、条例を廃止する必要があ

る。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１０９号 

 

   天草市老人福祉センター条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市老人福祉センター条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市老人福祉センター条例の一部を改正する条例 

 天草市老人福祉センター条例（平成２２年天草市条例第４０号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条の表有明老人福祉センターの項及び河浦老人福祉センターの項を削る。 

                                     「牛深老 

別表第１牛深老人福祉センター有明老人福祉センター河浦老人福祉センターの項中 有明老 

                                      河浦老 

人福祉センター 

人福祉センター を「牛深老人福祉センター」に改める。 

人福祉センター」 

附 則  

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 老人福祉センターの見直しに伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１０号 

 

   天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 天草市国民健康保険税条例（平成１８年天草市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

第２３条に次の１項を加える。 

３ 国民健康保険税の納税義務者の世帯に地方税法施行令第５６条の８９第４項に規定する出

産被保険者（以下「出産被保険者」という。）が属する場合における当該納税義務者に対し

て課する所得割額及び被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額するものとした場合 

にあっては、その減額後の被保険者均等割額）は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、 

次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を減額して得た額とする。 

⑴ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第

３条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の出産の予定

日（地方税法施行規則第２４条の３０の５に定める場合には、出産の日。以下同じ。）の

属する月（以下「出産予定月」という。）の前月（多胎妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以下「産前産後期間」という。）のうち当該年度に属する

月数を乗じて得た額 

⑵ 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者

につき第４条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減額する

ものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、当該

出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑶ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被

保険者につき第６条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険

者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 
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⑷ 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当

該出産被保険者につき第７条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する

金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の

１の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑸ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者に

つき第８条の規定により算定した所得割額の１２分の１の額に、当該出産被保険者の産前

産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

⑹ 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被

保険者につき第９条の規定により算定した被保険者均等割額（第１項に規定する金額を減 

額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額）の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額 

第２４条の２の次に次の１条を加える。 

（出産被保険者に係る届出） 

第２４条の３ 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に

掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。 

⑴ 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第５項に規定す

る個人番号をいう。以下同じ。） 

⑵ 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号 

⑶ 出産の予定日 

⑷ 単胎妊娠又は多胎妊娠の別 

⑸ その他市長が必要と認める事項 

２ 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。 

⑴ 出産の予定日を明らかにすることができる書類 

⑵ 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類 

⑶ 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産した被保険者と当該出産に係る子と

の身分関係を明らかにすることができる書類 

３ 第１項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の６月前から行うことができる。 

４ 第１項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及

び第２項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第
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１項の規定による届出を省略させることができる。 

附 則  

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の天草市国民健康保険税条例の規定は、令和５年度分の国民健康保

険税のうち令和６年１月以後の期間に係るもの及び令和６年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、令和５年度分の国民健康保険税のうち令和５年１２月以前の期間に係る

もの及び令和４年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による 

 

 （提案理由） 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）

の一部改正に伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１１号 

 

   天草市倉岳農産物集出荷施設条例を廃止する条例の制定について 

 

 天草市倉岳農産物集出荷施設条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

   天草市倉岳農産物集出荷施設条例を廃止する条例 

天草市倉岳農産物集出荷施設条例（平成１８年天草市条例第１７２号）は、廃止する。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 倉岳農産物集出荷施設の廃止に伴い、条例を廃止する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１２号 

 

   天草市中の浦地区高齢者活動促進施設条例を廃止する条例の制定について 

 

 天草市中の浦地区高齢者活動促進施設条例を廃止する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

   天草市中の浦地区高齢者活動促進施設条例を廃止する条例 

天草市中の浦地区高齢者活動促進施設条例（平成１８年天草市条例第１８１号）は、廃止す

る。 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

（提案理由） 

 中の浦地区高齢者活動促進施設の廃止に伴い、条例を廃止する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１３号 

 

   天草市漁業集落住民共同利用施設条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市漁業集落住民共同利用施設条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとす

る。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市漁業集落住民共同利用施設条例の一部を改正する条例 

 天草市漁業集落住民共同利用施設条例（平成１８年天草市条例第１９８号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条の表五和漁村広場の項を削る。 

第３条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とし、第６号を第５号とする。 

第５条第１項ただし書中「及び天草市五和漁村広場」を削る。 

別表五和漁村広場照明施設の項を削る。 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 漁業集落住民共同利用施設の見直しに伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１４号 

 

   天草市一般住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市一般住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

  

天草市一般住宅条例の一部を改正する条例 

 天草市一般住宅条例（平成１８年天草市条例第２４０号）の一部を次のように改正する。 

別表第１元下須一般住宅２号棟の項及び中村一般住宅の項を削る。 

附 則  

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 （提案理由） 

 一般住宅の見直しに伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１５号 

 

   天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例を次のように制定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

  

 

天草市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

天草市道路占用料徴収条例（平成１８年天草市条例第２３１号）の一部を次のように改正す

る。 

別表を次のように改める。 

別表（第２条関係） 

 占用物件 占用料 

単位 金額 

法第３２条第

１項第１号に

掲げる工作物 

第一種電柱 １本につき１年 ６３０円

第二種電柱 ９７０円

第三種電柱 １，３１０円

第一種電話柱 ５７０円

第二種電話柱 ９００円

第三種電話柱 １，２４０円

その他の柱類 ５７円

共架電線その他上空に設ける線類 長さ１メートルに

つき１年 

６円

地下に設ける電線その他の線類 ３円

路上に設ける変圧器 １個につき１年 ５５０円

地下に設ける変圧器 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

３４０円

変圧塔その他これに類するもの及び公１個につき１年 １，１３０円
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衆電話所 

郵便差出箱及び信書便差出箱 ４７０円

広告塔 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，０２０円

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１３０円

法第３２条第

１項第２号に

掲げる物件 

外径が０．０７メートル未満のもの 長さ１メートルに

つき１年 

２４円

外径が０．０７メートル以上０．１メ

ートル未満のもの 

３４円

外径が０．１メートル以上０．１５メ

ートル未満のもの 

５１円

外径が０．１５メートル以上０．２メ

ートル未満のもの 

６８円

外径が０．２メートル以上０．３メー

トル未満のもの 

１００円

外径が０．３メートル以上０．４メー

トル未満のもの 

１４０円

外径が０．４メートル以上０．７メー

トル未満のもの 

２４０円

外径が０．７メートル以上１メートル

未満のもの 

３４０円

外径が１メートル以上のもの ６８０円

法第３２条第１項第３号及び第４号に掲げる施設 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１３０円

法第３２条第

１項第５号に

掲げる施設 

地下街及

び地下室 

階数が１のもの Ａに０．００４

を乗じて得た額 

階数が２のもの Ａに０．００７

を乗じて得た額 

階数が３以上のもの Ａに０．００８

を乗じて得た額 
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上空に設ける通路 ５１０円

地下に設ける通路 ３１０円

その他のもの １，１３０円

法第３２条第

１項第６号に

掲げる施設 

祭礼、縁日等に際し、一時的に設ける

もの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１日 

１０円

その他のもの 占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１００円

道路法施行令

（昭和２７年

政令第４７９

号。以下

「令」とい

う。）第７条

第１号に掲げ

る物件 

看板（ア

ーチであ

るものを

除く。） 

一時的に設けるもの 表示面積１平方メ

ートルにつき１月 

１００円

その他のもの 表示面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，０２０円

標識 １本につき１年 ９００円

旗ざお 祭礼、縁日等に際し、一時

的に設けるもの 

１本につき１日 １０円

その他のもの １本につき１月 １００円

幕（令第

７条第４

号に掲げ

る工事用

施設であ

るものを

除く。） 

祭礼、縁日等に際し、一時

的に設けるもの 

その面積１平方メ

ートルにつき１日 

１０円

その他のもの その面積１平方メ

ートルにつき１月 

１００円

アーチ 車道を横断するもの １基につき１月 １，０２０円

その他のもの ５１０円

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

１，１３０円

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに０．０２８

を乗じて得た額 

令第７条第４号に掲げる工事用施設及び同条第５号

に掲げる工事用材料 

占用面積１平方メ

ートルにつき１月 

１００円
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令第７条第６号に掲げる仮設建築物及び同条第７号

に掲げる施設 

１１０円

令第７条第８

号に掲げる施

設 

トンネルの上又は高架の道路の路面下

に設けるもの 

占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに０．０２を

乗じて得た額 

上空に設けるもの Ａに０．０２を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０２８

を乗じて得た額 

令第７条第９

号に掲げる施

設 

建築物 占用面積１平方メ

ートルにつき１年 

Ａに０．０２を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

令第７条第１

０号に掲げる

施設及び自動

車駐車場 

建築物 Ａに０．０２を

乗じて得た額 

その他のもの Ａに０．０１４

を乗じて得た額 

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに０．０２８

を乗じて得た額 

（備考） 

１ 第一種電柱とは、電柱（当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。）のうち３ 

条以下の電線（当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同 

じ。）を支持するものを、第二種電柱とは、電柱のうち４条又は５条の電線を支持する 

ものを、第三種電柱とは、電柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

２ 第一種電話柱とは、電話柱（電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する

柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。）のうち３条以下の電線（当該電話柱を

設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。）を支持するものを、第

二種電話柱とは、電話柱のうち４条又は５条の電線を支持するものを、第三種電話柱と

は、電話柱のうち６条以上の電線を支持するものをいうものとする。 

３ 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置す

る電線をいうものとする。 
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４ 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 

５ Ａは、近傍類似の土地（令第７条第８号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設け

るものについて近傍類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成

上の諸要素が類似した土地）の固定資産税評価額を表すものとする。 

６ 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが１平方メートル若しくは

１メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに１平方メートル若しくは

１メートル未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとする。 

７ 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が１年未満であるとき、 

又はその期間に１年未満の端数があるときは月割りをもって計算するものとする。この

場合において、１月未満の端数があるときは、その端数を切り上げて計算するものとす

る。 

８ 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間に１月未満の端数があ

るときはその端数を切り上げて計算するものとする。 

   附 則 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料につ

いて適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。 

 

 

 （提案理由） 

 道路占用料の見直しに伴い、条例を改正する必要がある。 

 これが、この条例を提出する理由である。 
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議第１１６号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

令和５年６月３０日議決された議第５３号「工事請負契約の変更について」の一部を次のよ

うに変更するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

 「契約の金額 ２８１，５１７，０７０円」を「契約の金額 ２９８，２２８，７４５円」

とする。 

 

 

（提案理由） 

 林道本渡大江線地すべり災害復旧（法面その１）工事において、資材価格等の著しい変動及

び工事内容の変更に伴い契約金額を増額する必要が生じたため、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１１７号 

 

   工事請負契約の変更について 

 

令和５年６月３０日議決された議第５４号「工事請負契約の変更について」の一部を次のよ

うに変更するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

 「契約の金額 ２０１，８２１，８５２円」を「契約の金額 ２１７，６５５，０１７円」

とする。 

 

 

（提案理由） 

 林道本渡大江線地すべり災害復旧（法面その２）工事において、資材価格等の著しい変動及

び工事内容の変更に伴い契約金額を増額する必要が生じたため、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１１８号 

 

   権利の放棄について 

 

 次のとおり権利を放棄することについて議決を求める。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 権利の内容   

市営住宅使用料に係る債権 

２ 放棄する債権の件数及び金額   

 ⑴ 件数 １６件 

 ⑵ 金額 ５，４１３，９６５円 

３ 放棄する理由   

 消滅時効の期間を経過した債権であり、かつ、債務者の死亡、居所不明又は破産手続による

免責により著しく徴収が困難な債権であるため。 

 

 

（提案理由） 

市が有する権利を放棄するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１０号の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１１９号 

 

   権利の放棄について 

 

 次のとおり権利を放棄することについて議決を求める。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 権利の内容   

奨学金返還金に係る債権 

２ 放棄する債権の件数及び金額   

 ⑴ 件数 ５件 

 ⑵ 金額 １，０５３，０００円 

３ 放棄する理由   

 消滅時効の期間を経過した債権であり、かつ、債務者の死亡、居所不明又は破産手続による

免責により著しく徴収が困難な債権であるため。 

 

 

（提案理由） 

市が有する権利を放棄するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１０号の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２０号 

 

   権利の放棄について 

 

 次のとおり権利を放棄することについて議決を求める。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 権利の内容   

天草市立病院の診療費等債権 

２ 放棄する債権の件数及び金額   

 ⑴ 件数 ４２件 

 ⑵ 金額 ６，０３２，８８８円 

３ 放棄する理由   

 消滅時効の期間を経過した債権であり、かつ、債務者の死亡、居所不明又は破産手続による

免責により著しく徴収が困難な債権であるため 

 

 

（提案理由） 

市が有する権利を放棄するには、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第

１０号の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市児童館条例（平成１８年天草市条例第１２９号）第１７条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  わくわく本渡児童館 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市佐伊津町５１６番地 

合同会社天草サポートステーション 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市児童館条例（平成１８年天草市条例第１２９号）第１７条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  河浦中央児童館 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市河浦町河浦４８５０番地 

社会福祉法人元気会 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市老人福祉センター条例（平成２２年天草市条例第４０号）第１７条第１項の規定に基

づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  本渡老人福祉センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市亀場町亀川１８８６番地２ 

公益社団法人天草市シルバー人材センター 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

  

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市老人福祉センター条例（平成２２年天草市条例第４０号）第１７条第１項の規定に基

づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  牛深老人福祉センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市五和町御領２９４３番地 

社会福祉法人天草市社会福祉協議会 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２５号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市老人福祉センター条例（平成２２年天草市条例第４０号）第１７条第１項の規定に基

づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  倉岳老人福祉センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市五和町御領２９４３番地 

社会福祉法人天草市社会福祉協議会 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２６号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市在宅介護支援サテライト施設条例（平成１８年天草市条例第１３７号）第１７条第１

項の規定に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治 

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  在宅介護支援サテライト施設うしぶか 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市五和町御領２９４３番地 

社会福祉法人天草市社会福祉協議会 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市営火葬場条例（平成２０年天草市条例第５３号）第１１条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市営天草本渡斎場 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市新和町小宮地６５８７番地 

株式会社光正社 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２８号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市牛深温泉センター条例（平成１８年天草市条例第２２１号）第１５条第１項の規定に

基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市牛深温泉センター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市牛深町２２８６番地１１６ 

株式会社うしぶか 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１２９号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市うしぶか海彩館条例（平成１８年天草市条例第２２２号）第１６条第１項の規定に基

づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  うしぶか海彩館 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市牛深町２２８６番地１１６ 

株式会社うしぶか 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３０号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市宿泊施設やすらぎ荘条例（平成１８年天草市条例第２２３号）第１５条第１項の規定

に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  宿泊施設やすらぎ荘 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市牛深町２２８６番地１１６ 

株式会社うしぶか 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３１号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市リップルランド公園条例（平成１８年天草市条例第２２４号）第１５条第１項の規定

に基づく指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  リップルランド公園 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市有明町上津浦１９５５番地 

  天草ありあけ株式会社 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３２号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市御所浦物産館条例（平成１８年天草市条例第２１０号）第１６条第１項の規定に基づ

く指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  御所浦物産館 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市御所浦町御所浦４３１０番地８ 

御所浦未来島株式会社 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３３号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市イルカセンター条例（平成３０年天草市条例第３８号）第８条第１項の規定に基づく

指定管理者を次のとおり指定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市イルカセンター 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市港町１０番１９号 

天草漁業協同組合 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３４号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 天草市営住宅条例（平成１８年天草市条例第２３５号）第６２条第１項の規定に基づく指定

管理者を次のとおり指定するものとする。 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称 

  天草市営住宅 

２ 指定管理者となる団体 

  天草市東浜町１２番７号 

Ｌ．Ｓ．Ｃ．グループ 

３ 指定の期間 

  令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 （提案理由） 

 指定管理者の指定をしようとするときは、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４

条の２第６項の規定により、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３５号 

 

市道路線の認定について 

 

 市道の路線を次のように認定するものとする。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

認定する路線 

路線番号 路 線 名 起  点 終  点 
総延長

ｍ 

道路敷 

幅員ｍ 

３３５１ 今釜９号線 
今釜町３３２４番１

地先 

今釜町３３４６番８

地先 
93.4 

4.0～

10.5 

３３５２ 西上木原線 
天草町大江字西１４

８９番１地先 

天草町大江字上木原

２０５９番２地先 
669.0 

4.0～

5.8 

 

 

 （提案理由） 

 市道の路線を認定するには、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定によ

り、議会の議決を経る必要がある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３６号 

 

上天草市道路線の認定及び廃止の承諾について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第３項（第１０条第３項において準用する場合

を含む。）の規定により、上天草市が本市の区域内において次の上天草市道の路線を認定及び

廃止をすることについて承諾するため、議決を求める。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 認定することを承諾する路線 

路 線 名 起  点 終  点 総延長ｍ 
市域延長 

ｍ 

上天草市道 

下老岳２号線 

有明町大浦字墓ノ平２

７８５番１地先 

有明町大浦字墓ノ平２

７８５番７地先 
5,041.8 24.0 

上天草市道 

大谷線 

倉岳町浦字投石４０４

７番地先 

倉岳町浦字投石４０４

９番３地先 
4,547.2 4.0 

上天草市道 

鳴川西川内線 

倉岳町棚底字岩見川３

８４７番１地先 

倉岳町棚底字境山３７

９１番地先 
5,102.0 1598.0 

 

２ 廃止することを承諾する路線 

路 線 名 起  点 終  点 総延長ｍ 
市域延長 

ｍ 

上天草市道 

下老岳２号線 

有明町大浦字墓ノ平２

７８５番１地先 

有明町大浦字墓ノ平２

７８５番７地先 
5,041.8 24.0 

上天草市道 

大谷線 

倉岳町浦字投石４０４

７番地先 

倉岳町浦字投石４０４

９番３地先 
4,547.2 4.0 

上天草市道 

鳴川大作山線 

倉岳町棚底字岩見川３

８４７番１地先 

倉岳町棚底字境山３７

９１番地先 
5,102.0 1598.0 
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 （提案理由） 

 市町村の区域を越えて市町村道の路線を認定すること及び市町村の区域を越えた市町村道の

路線を廃止することについて承諾するには、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第４

項（第１０条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、議会の議決を経る必要が

ある。 

 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３７号 

 

苓北町道路線の認定及び廃止の承諾について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第３項（第１０条第３項において準用する場合

を含む。）の規定により、苓北町が本市の区域内において次の苓北町道の路線を認定及び廃止

をすることについて承諾するため、議決を求める。 

  令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

 

 

１ 認定を承諾する路線 

路 線 名 起  点 終  点 総延長ｍ 
市域延長 

ｍ 

苓北町道佛木坂線 

五和町城河原二丁目字

上宇治２０１５番３地

先 

五和町城河原二丁目字

上宇治２０１５番１３

地先 

6,645.1 226.0 

 

２ 廃止を承諾する路線 

路 線 名 起  点 終  点 総延長ｍ 
市域延長 

ｍ 

苓北町道佛木坂線 

五和町城河原二丁目字

上宇治２０１５番３地

先 

五和町城河原二丁目字

上宇治２０１５番１３

地先 

6,645.1 226.0 

 

 

 （提案理由） 

 市町村の区域を越えて市町村道の路線を認定すること及び市町村の区域を越えた市町村道の

路線を廃止することについて承諾するには、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第４

項（同法第１０条第３項において準用する場合を含む。）の規定により、議会の議決を経る必

要がある。 
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 これが、この議案を提出する理由である。 
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議第１３８号 

 

令和５年度天草市一般会計補正予算（第１０号） 

 

令和５年度天草市の一般会計補正予算（第１０号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 3,308,484 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 59,887,648 千円とす

る。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
9
1
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

11 地方交付税 21,675,000 352,361 22,027,361

1 地方交付税 21,675,000 352,361 22,027,361

15 国庫支出金 7,787,922 109,483 7,897,405

1 国庫負担金 5,702,918 29,510 5,732,428

2 国庫補助金 2,067,796 79,973 2,147,769

16 県支出金 4,296,248 △ 11,701 4,284,547

1 県負担金 2,459,268 △ 17,041 2,442,227

2 県補助金 1,598,004 5,340 1,603,344

18 寄附金 2,510,000 2,000 2,512,000

１ 寄附金 2,510,000 2,000 2,512,000

19 繰入金 3,034,894 △ 1,241,354 1,793,540

2 基金繰入金 3,034,894 △ 1,241,354 1,793,540

20 繰越金 1 3,787,126 3,787,127

1 繰越金 1 3,787,126 3,787,127

21 諸収入 637,264 94,569 731,833

5 雑入 560,235 94,569 654,804

22 市債 5,378,500 216,000 5,594,500

1 市債 5,378,500 216,000 5,594,500

11,259,335 11,259,335

56,579,164 3,308,484 59,887,648

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
9
2
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 議会費 270,020 1,100 271,120

1 議会費 270,020 1,100 271,120

2 総務費 11,180,681 2,968,446 14,149,127

1 総務管理費 10,505,443 2,959,613 13,465,056

2 徴税費 306,475 △ 12,503 293,972

3 地籍調査費 48,633 642 49,275

4 戸籍住民基本台帳費 141,999 19,500 161,499

5 選挙費 115,866 725 116,591

6 統計調査費 29,355 △ 152 29,203

7 監査委員費 32,910 621 33,531

3 民生費 17,717,482 23,469 17,740,951

1 社会福祉費 5,577,563 53,496 5,631,059

2 高齢者福祉費 4,569,909 △ 118,493 4,451,416

3 児童福祉費 6,105,189 90,625 6,195,814

4 生活保護費 1,464,021 △ 2,159 1,461,862

-
 
9
3
 
-



款 項 補正前の額 補正額 計

4 衛生費 6,606,048 △ 10,626 6,595,422

1 保健衛生費 1,399,271 △ 12,888 1,386,383

2 環境費 3,384,446 14,956 3,399,402

3 斎場費 122,226 △ 4,554 117,672

4 水道費 505,941 △ 2,155 503,786

5 病院費 1,074,255 △ 11,997 1,062,258

6 看護専門学校費 119,909 6,012 125,921

5 農林水産業費 2,817,784 16,221 2,834,005

1 農業費 1,670,567 13,885 1,684,452

2 林業費 250,677 8,310 258,987

3 水産業費 896,540 △ 5,974 890,566

6 商工費 2,543,300 8,859 2,552,159

1 商工費 2,543,300 8,859 2,552,159

7 土木費 2,779,800 103,868 2,883,668

1 土木管理費 368,379 6,388 374,767

2 道路橋梁費 1,185,737 △ 1,539 1,184,198

3 河川費 261,332 1,126 262,458

4 港湾費 151,868 △ 2,899 148,969

5 都市計画費 505,647 100,200 605,847

7 住宅費 306,837 592 307,429

8 消防費 1,967,128 871 1,967,999

1 消防費 1,967,128 871 1,967,999

-
 
9
4
 
-



款 項 補正前の額 補正額 計

9 教育費 3,686,354 196,276 3,882,630

1 教育総務費 1,155,757 10,933 1,166,690

2 小学校費 357,992 4,551 362,543

3 中学校費 342,531 △ 5,725 336,806

4 幼稚園費 107,214 △ 2,267 104,947

6 学校給食費 961,857 △ 16,477 945,380

7 社会教育費 761,003 205,261 966,264

7,010,567 7,010,567

56,579,164 3,308,484 59,887,648

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
9
5
 
-



第２表　繰越明許費補正

１　追　加 （単位：千円）

事　　　業　　　名 金　額

2 総務費 1 総務管理費 スポーツ拠点施設整備事業 247,122

7 土木費 5 都市計画費 熊本天草幹線道路連絡街路整備事業 24,500

都市計画道路太田町水の平線整備事業 198,249

公園施設長寿命化対策支援事業 37,000

9 教育費 6 学校給食費 本渡学校給食センター建設事業 47,733

7 社会教育費 社会教育施設整備事業 29,235

棚底城跡ガイダンス施設・倉岳支所建設事業 156,929

款 項

-
 
9
6
 
-



第３表　債務負担行為補正

１　追　加 （単位：千円）

議会広報紙印刷製本費

議会会議録作成業務委託料

本庁、支所及び病院事業部間文書配送業務委託料 3,658

広報紙印刷製本費

広報紙配送業務委託料

広報紙編集業務委託料

ラジオ市政情報等番組制作放送業務委託料

島子地区コミュニティセンター指定管理料 4,963

御所浦地区コミュニティセンター指定管理料

緊急通報システム運用業務委託料 34,215

ごみ袋作製費

一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務委託料（本渡地区の不燃を除く）

御所浦クリーンセンター運転管理業務委託料 25,220

一般廃棄物（し尿及び浄化槽汚泥）運搬業務委託料 200,000

下田温泉ふれあい館ぷらっと管理業務委託料 3,960

道路維持補修業務委託料

スクールボート運航管理業務委託料

事　　　項

令和6年度 13,642

令和6年度 24,410

令和6年度 271,400

期　　　間 限　度　額

令和6年度 4,073

令和6年度 50,100

令和6年度 20,934

令和6年度 3,985

令和6年度 1,843

令和6年度 6,213

令和6年度～令和7年度

令和6年度

令和6年度

令和6年度 6,708

令和6年度

令和6年度

令和6年度～令和8年度

令和6年度～令和7年度 951,000

-
 
9
7
 
-



第４表　地方債補正

１　追　加 （単位：千円）

社会教育施設整備事業
証書借入
又は

証券発行

１　変　更 （単位：千円）

限度額 起債の方法 利率 償還の方法 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

街路整備事業 139,300
証書借入

又は
証券発行

　５．０％以内
（ただし、利率
見直し方式で借
り入れる資金に
ついて、利率の
見直しを行った
後においては、
当該見直し後の
利率）

　政府資金について
はその融資条件によ
り、銀行その他の場
合にはその債権者と
協定するものによ
る。ただし、市財政
の都合により据置期
間及び償還期限を短
縮し、又は繰上償還
もしくは低利に借換
えすることができ
る。

168,700
補正前
に同じ

補正前
に同じ

補正前
に同じ

公園整備事業 38,400 〃 〃 〃 56,900 〃 〃 〃

資料館整備事業 10,500 〃 〃 〃 177,700 〃 〃 〃

臨時財政対策債 167,000 〃 〃 〃 138,700 〃 〃 〃

起債の目的
補 正 前 補 正 後

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

29,200

　５．０％以内
（ただし、利率見直し方式で借
り入れる資金について、利率の
見直しを行った後においては、
当該見直し後の利率）

　政府資金についてはその融資条
件により、銀行その他の場合には
その債権者と協定するものによ
る。ただし、市財政の都合により
据置期間及び償還期限を短縮し、
又は繰上償還もしくは低利に借換
えすることができる。

-
 
9
8
 
-



議第１３９号 

 

令和５年度天草市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度天草市の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,142 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,093,572 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
9
9
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 国民健康保険税 1,540,842 △ 424 1,540,418

1 国民健康保険税 1,540,842 △ 424 1,540,418

5 県支出金 9,413,695 △ 143,035 9,270,660

1 県負担金・補助金 9,413,695 △ 143,035 9,270,660

7 繰入金 1,124,141 △ 19,467 1,104,674

1 一般会計繰入金 1,028,925 △ 19,467 1,009,458

8 繰越金 1 128,120 128,121

1 繰越金 1 128,120 128,121

9 諸収入 7,353 38,948 46,301

3 雑入 3,248 38,948 42,196

3,398 3,398

12,089,430 4,142 12,093,572

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
1
0
0
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 179,066 642 179,708

1 総務管理費 160,320 642 160,962

6 保健事業費 149,599 350 149,949

2 特定健康診査等事業費 114,920 25 114,945

3 総合保健施設事業費 24,054 325 24,379

9 諸支出金 17,151 3,150 20,301

1 償還金及び還付加算金 10,001 3,150 13,151

11,743,614 11,743,614

12,089,430 4,142 12,093,572

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計-
 
1
0
1
 
-



議第１４０号 

 

令和５年度天草市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度天草市の介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 421,440 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 12,231,839 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
1
0
2
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

3 国庫支出金 3,209,678 2,421 3,212,099

2 国庫補助金 1,255,788 2,421 1,258,209

4 支払基金交付金 3,028,077 △ 29,054 2,999,023

1 支払基金交付金 3,028,077 △ 29,054 2,999,023

7 繰入金 2,091,301 △ 85,365 2,005,936

1 一般会計繰入金 1,881,301 △ 85,365 1,795,936

8 繰越金 1 533,438 533,439

1 繰越金 1 533,438 533,439

3,481,342 3,481,342

11,810,399 421,440 12,231,839

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
1
0
3
 
-



歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 245,726 6,966 252,692

1 総務管理費 137,660 6,966 144,626

6 基金積立金 514 257,228 257,742

1 基金積立金 514 257,228 257,742

8 諸支出金 3,001 157,246 160,247

1 償還金及び還付加算金 3,001 157,246 160,247

11,561,158 11,561,158

11,810,399 421,440 12,231,839

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
1
0
4
 
-



議第１４１号 

 

令和５年度天草市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度天草市の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 22,404 千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 1,450,680 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
1
0
5
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

4 繰入金 517,190 △ 31,476 485,714

1 一般会計繰入金 517,190 △ 31,476 485,714

5 繰越金 1 6,897 6,898

1 繰越金 1 6,897 6,898

6 諸収入 55,167 2,175 57,342

4 雑入 54,121 2,175 56,296

900,726 900,726

1,473,084 △ 22,404 1,450,680

歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務費 37,110 247 37,357

1 総務管理費 35,084 247 35,331

2 後期高齢者医療広域連合納付金 1,388,192 △ 25,392 1,362,800

1
熊本県後期高齢者医療広域連合
納付金

1,388,192 △ 25,392 1,362,800

3 保健事業費 46,282 2,741 49,023

1 保健事業費 46,282 2,741 49,023

1,500 1,500

1,473,084 △ 22,404 1,450,680

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
1
0
6
 
-



議第１４２号 

 

令和５年度天草市浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度天草市の浄化槽市町村整備推進事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 883 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 127,981 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
1
0
7
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

6 繰入金 68,147 783 68,930

1 一般会計繰入金 68,147 783 68,930

7 繰越金 1 100 101

1 繰越金 1 100 101

58,950 58,950

127,098 883 127,981

歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 浄化槽市町村整備推進事業費 108,538 883 109,421

1 浄化槽市町村整備推進事業費 108,538 883 109,421

18,560 18,560

127,098 883 127,981

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
1
0
8
 
-



議第１４３号 

 

令和５年度天草市国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号） 

 

令和５年度天草市の国民健康保険診療施設特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,163 千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 335,391 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
1
0
9
 
-



第１表　歳入歳出予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

6 繰入金 169,946 △ 11,997 157,949

1 一般会計繰入金 169,946 △ 11,997 157,949

7 繰越金 1 16,160 16,161

1 繰越金 1 16,160 16,161

161,281 161,281

331,228 4,163 335,391

歳　出 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

1 総務管理費 235,669 4,163 239,832

1 総務管理費 235,669 4,163 239,832

95,559 95,559

331,228 4,163 335,391

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 出 合 計

-
 
1
1
0
 
-



議第１４４号 

 

令和５年度天草市斎場事業特別会計補正予算（第２号） 

 

令和５年度天草市の斎場事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入予算の金額は、「第１表 歳入予算補正」による。 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
1
1
1
 
-



第１表　歳入予算補正

歳　入 (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

3 繰入金 122,226 △ 4,554 117,672

1 繰入金 122,226 △ 4,554 117,672

4 繰越金 1 4,554 4,555

1 繰越金 1 4,554 4,555

24,544 24,544

146,771 0 146,771

補 正 さ れ な か っ た 款 項 に 係 る 額

歳 入 合 計

-
 
1
1
2
 
-



議第１４５号 

 

令和５年度天草市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度天草市の病院事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度天草市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

支  出 

第１款 病院事業費用        4,222,262 千円             84,271 千円           4,306,533 千円 

第１項 医業費用         4,153,960 千円              83,939 千円           4,237,899 千円 

第２項 医業外費用           57,611 千円                 332 千円              57,943 千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第３条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）               （計） 

（１）職員給与費          2,772,458 千円              41,039 千円           2,813,497 千円 

-
 
1
1
3
 
-



第４条 予算第１１条の次に次の１条を加える。 

 （債務負担行為） 

第１２条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第１表 債務負担行為」による。 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

-
 
1
1
4
 
-



第１表　債務負担行為

（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

病院清掃業務委託料 令和6年度～令和8年度 63,879

浄化槽保守点検業務委託料 令和6年度～令和8年度 5,088

ＦＣＲシステム保守業務委託料 令和6年度～令和8年度 6,393

自動ドア保守管理業務委託料 令和6年度～令和8年度 1,659

Ｘ線撮影装置保守業務委託料 令和6年度～令和8年度 990

検査・健診システム保守業務委託料 令和6年度～令和8年度 1,467

空調設備保守点検業務委託料 令和6年度～令和8年度 3,690

浄化槽清掃等業務委託料 令和6年度～令和9年度 1,980

診療情報システム（電子カルテ等）保守管理業務委託料 令和6年度～令和12年度 164,507

感染性産業廃棄物処理業務委託料 令和6年度～令和8年度 契約に定める額

廃棄物収集運搬処理業務委託料 令和6年度～令和8年度 契約に定める額

患者衣・寝具等賃借料 令和6年度～令和8年度 契約に定める額

透視撮影装置保守業務委託料 令和6年度 3,939

自動分析装置保守業務委託料 令和6年度 1,645

電話設備保守管理業務委託料 令和6年度 661

オーダリングシステム等保守管理委託料 令和6年度 3,492

医用画像システム保守点検業務委託料 令和6年度 8,018

病院管理等業務委託料 令和6年度 3,680

医療ガス設備保守点検業務委託料 令和6年度 3,425

-
 
1
1
5
 
-



（単位：千円）

事　　　　　　　　　　　　　項 期　　　間 限　度　額

エレベーター等保守管理業務委託料 令和6年度 3,602

ＣＴスキャナ保守業務委託料 令和6年度 8,948

コンピューテッドラジオグラフィ保守業務委託料 令和6年度 1,999

内視鏡保守点検業務委託料 令和6年度 1,290

排水処理槽点検業務委託料 令和6年度 1,496

消防設備保守点検業務委託料 令和6年度 1,192

人工呼吸器等保守点検業務委託料 令和6年度 176

臨床検査業務委託料 令和6年度 契約に定める額

酸素供給装置賃借料 令和6年度 契約に定める額

人工呼吸器賃借料 令和6年度 契約に定める額

-
 
1
1
6
 
-



議第１４６号 

 

令和５年度天草市水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総則） 

第１条 令和５年度天草市の水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度天草市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）          （既決予定額）          （補正予定額）            （計） 

収  入 

第１款 事業収益             2,284,786 千円            △2,053 千円                2,282,733 千円 

第２項 営業外収益              451,262 千円            △2,053 千円                 449,209 千円 

支  出 

第１款 事業費             2,230,645 千円              8,278 千円                2,238,923 千円 

第１項 営業費用             2,079,997 千円              8,278 千円                2,088,275 千円 

 

 （資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，５９４，８８１千円は当年度分消費税及び地方消費

税資本的収支調整額５６，０６５千円、過年度分損益勘定留保資金２，２９０，０８５千円及び当年度分損益勘定留保資金２４８，７

-
 
1
1
7
 
-



３１千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，５９５，７１５千円は当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額５６，０７８千円、減債積立金７１，０００千円、過年度分損益勘定留保資金２，４６８，６３７千円」に改め、資本的支出の予定

額を次のとおり補正する。 

 

（科  目）          （既決予定額）          （補正予定額）            （計） 

収  入 

第１款 資本的収入            367,492 千円              △102 千円                 367,390 千円 

第２項 出資金               213,492 千円              △102 千円                 213,390 千円 

支  出 

第１款 資本的支出           2,962,373 千円               732 千円                2,963,105 千円 

第１項 建設改良費             663,175 千円             △1,209 千円                 661,966 千円 

第２項 企業債償還金        799,198 千円            1,941 千円             801,139 千円 

 

 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第４条 予算第８条に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）          （既決予定額）          （補正予定額）            （計） 

（１）職員給与費          156,829 千円             7,069 千円               163,898 千円 

 

 （他会計からの補助金） 

第５条 予算第９条の表中に定めた一般会計からこの会計へ補助を受ける金額について、次のように改める。 

-
 
1
1
8
 
-



        （既決予定額）           （補正予定額）            （計） 

         252,449 千円             △2,053 千円             250,396 千円 

 

 （債務負担行為） 

第６条  予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について、次のとおり追加する。 

 

事   項 期   間 限 度 額 

水道事業水質検査業務委託 令和 6 年度 22,237 千円 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   

  

-
 
1
1
9
 
-



議第１４７号 

令和５年度天草市下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

（総  則） 

第１条 令和５年度天草市の下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和５年度天草市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）             （計） 

支  出 

第１款 事業費            1,834,287 千円         △4,611 千円             1,829,676 千円 

第１項 営業費用          1,760,729 千円         △5,219 千円             1,755,510 千円 

第２項 営業外費用           72,358 千円           608 千円               72,966 千円 

 

（資本的収入及び支出） 

第３条 予算第４条本文括弧書中、「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７３０，６５４千円は、当年度分消費税及び地方消費税

資本的収支調整額３５，３２２千円、過年度分損益勘定留保資金３９０，７７０千円、当年度分損益勘定留保資金３０４，５６２千円」

を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額７３７，２６４千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額３５，３１

６千円、過年度分損益勘定留保資金３９２，７３２千円、当年度分損益勘定留保資金３０９，２１６千円」に改め、資本的収入及び支出

の予定額を次のとおり補正する。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）             （計） 

支  出 

第１款 資本的支出          1,297,203 千円        6,610 千円                1,303,813 千円 

-
 
1
2
0
 
-



第１項 建設改良費          694,337 千円        6,610 千円                  700,947 千円 

（債務負担行為） 

第４条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額について次のとおり追加する。 

事   項 期   間 限 度 額 

本渡処理区マンホールポンプ場運転管理業務委託 令和６年度 5,210 千円 

本渡処理区雨水渠スクリーン清掃管理業務委託 令和６年度 2,110 千円 

本渡浄化センター汚泥運搬処分業務委託 令和６年度 27,896 千円 

下田浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 10,965 千円 

高浜浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 16,930 千円 

一町田浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 15,101 千円 

汚泥脱水業務委託 令和６年度 9,762 千円 

佐伊津浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 12,231 千円 

佐伊津地区雨水ポンプ場運転管理業務委託 令和６年度 2,100 千円 

本郷漁業集落排水処理施設維持管理業務委託 令和６年度 13,198 千円 

宮田浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 13,881 千円 

通詞島排水処理施設維持管理業務委託 令和６年度 9,763 千円 

宮野河内浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 10,493 千円 

﨑津浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 11,189 千円 

棚底浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 12,408 千円 

新町浄化センター維持管理業務委託 令和６年度 3,493 千円 

水質・汚泥成分分析業務委託 令和６年度 12,368 千円 

 

-
 
1
2
1
 
-



（議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

第５条 予算第９条（１）に定めた経費の金額を次のように改める。 

（科  目）           （既決予定額）          （補正予定額）             （計） 

   （１）職員給与費          90,525 千円           7,527 千円            98,052 千円 

 

 

令和５年１１月２８日提出 

天草市長 馬場 昭治   
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